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第 2期北海道赤平市基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

      設定する区域は、令和 5 年 10 月 1 日現在における北海道赤平市の行政区域とする。

概ねの面積は 1万 3千ヘクタール（赤平市面積）である。 

 ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区

を除く。 

 本促進区域は国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等を含

むものであるため、「８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき

事項」において環境保全のために配慮を行う事項を記載する。 

   なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅

のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然公

園法に規定する国立・国定公園区域、自然環境保全法に規定する都道府県自然環境保全

地域、自然公園法に規定する都道府県立自然公園、環境省が自然環境保全基礎調査で選

定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い湿地、自然再生推進法に基づ

く自然再生事業の実施地域、シギ・チドリ類渡来湿地は本促進区域には存在しない。 

 

  ＜地図＞ 

    
    

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件 

赤平市は、北海道の道央広域連携地域、空知地域の中央やや北側に位置する、山あい

の内陸都市である。東西に蛇行しながら流れる空知川に沿った狭隘な山間地に、かつて

の炭鉱企業ごとの集落が点在し、それらが鉄道や国道、道道などの幹線道路で連絡する

形態で東西に細長く市街地が形成されている。 

赤平市 

北海道縦貫自動車道 
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  ②インフラの整備状況 

   道路については、市中心部を横断する一般国道（以下国道）38号が北海道縦貫自動車

道滝川ICと接続しており、これを利用すれば、旭川まで60分、札幌まで90分、新千歳空

港までは110分で移動できる。 

   鉄道については、北海道旅客鉄道根室本線、函館本線の利用により、札幌市までは90

分、旭川市までは70分で移動できる。 

産業立地基盤については、赤平工業団地（28.9ヘクタール）、赤平第2工業団地（23.1

ヘクタール）、茂尻工業団地（16.2ヘクタール）、豊里工業団地（13.6ヘクタール）の

4つの工業団地を配置しており、すでに全ての工業団地が完売となっている。現在は約

40社の事業所が操業し、赤平市の産業を牽引している。 

 

  ③産業構造  

石炭産業を中心として経済発展を遂げてきたが、昭和30年代後半以降のエネルギー政

策の転換により炭鉱閉山が相次ぎ、平成6年には市内全ての炭鉱が姿を消すに至り、さ

らには、人口の急激な減少による地域経済の疲弊が顕著になっていたことから、企業誘

致を積極的に進め、鉱業から工業へ基幹産業の転換を進め、 単板や建築部材といった

木材加工品、精密機器部品や工業用電磁石、かばんや革製品、トイレットペーパーなど

の紙製品、冷凍食品や水産加工食品など、多種多様な質の高い技術をもとに製品が生産

されるものづくりの町に生まれ変わった。 

今後は、ものづくりの町としてさらなる発展に向けて、企業の振興を引き続き促進し、

就業人口の拡大と定住化を図るとともに、企業の発展とともに地域振興を図ることが求

められている。 

令和 3 年経済センサス-活動調査から、本市の産業別人口の構成比は、60.9％を第 3

次産業が占め、次いで第 2次産業の 37.2％、第 1次産業の 1.9％となっている。産業分

類別の人口構成では、第 2 次産業である製造業は 26.5％、製造業の従業者数の構成比

は、北海道全体が 7.8％であるのに対し、本市では 26.5％、付加価値額は赤平市全体の

産業の 30.2％であるなど、本市を支える主要な産業になっている。 

 

   

           出所：令和 3年経済センサス－活動調査 
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④人口分布の状況 

本市の人口は、令和 6年 1月現在で、8,709 人（住民基本台帳）となっている。昭和

30 年代の炭鉱最盛期は 6 万人近くいた人口も相次ぐ閉山とともに激減して総人口は下

降の一途を辿り、赤平市人口ビジョン（令和 2 年 3 月改訂）では、2050 年にはさらに

5,041 人減の 3,668 人と推計され、企業の雇用に関わる対策が急務とされている。 

 

 

      出所：赤平市住民基本台帳 

 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

   赤平市では、製造業に従事する者が全従業者の 26.5％を占め、産業分類別人口構成

で第 1位の業種である（令和 3年経済センサス-活動調査）。すなわち製造業は市内産業

の柱の 1つであり、かばん製造、食料品製造、木材製造、精密部品製造、紙加工品製造

等「ものづくりのまち」として、人口約 8千人の過疎地域でありながら、優良で生産性

の高い企業が集積している。本集積を背景に、成長性の高い新事業への参入を後押しす

るとともに生産性改革を支援することで、地域経済の発展に寄与する。 

また、国全体における人口減少や少子高齢化による生産年齢人口の減少の中で、本市

においては更に過疎化の進行等により人口減少が見込まれ、近年の売り手市場も相まっ

て雇用の確保が課題となっていることから、地域経済牽引事業により企業の安定的な運

営と魅力醸成を図り、質の高い雇用の創出を狙う。 

 

（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

付加価値額 －百万円 211 百万円 皆増 
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（算定根拠） 

・1 件あたり平均 47 百万円の付加価値額をもたらす地域経済牽引事業を 3 件創出し、これ

らの地域経済牽引事業が促進区域で 1.5 倍の波及効果を与え、促進区域で 211 百万円の付

加価値を創出することを目指す。 

 ※「北海道赤平市基本計画」における現状の値は、新型コロナウイルス感染症等の影響に

より特定の業種における数値が一時的に著しく低下しており目標値との比較において不

適当であり、各承認地域経済牽引事業計画の実績値が算出困難であるため、記載しない。 

・211 百万円は、促進区域の全産業付加価値額（138 億円）の約 1.5％、製造業の付加価値

額（42 億円）の約 5.0％であり、地域経済に対するインパクトが大きい。 

・また、KPI として、地域経済牽引事業の平均付加価値額、地域経済牽引事業の新規事業件

数、地域経済牽引事業の新規雇用者数を設定する。 

 

【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の 

平均付加価値額 

－百万円 47 百万円 皆増 

地域経済牽引事業の 

新規事業件数 

1 件 4 件 300％ 

地域経済牽引事業の 

新規雇用者数 

1 人 6 人 500％ 

    
 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

 本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）～（３）の要件を全て満たす事業を

いう。 

 

（１）地域の特性の活用 

  「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点

からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に沿っ

た事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

  地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が

4,611 万円（北海道の 1事業所あたり平均付加価値額（令和 3年経済センサス-活動調査））

を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

  地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業により、促進区域内におい

て、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

 ①促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で 5％増加すること 

 ②促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で 5％増加すること 
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 ③促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で 5人増加すること 

 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

本計画では設定しない。 

 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみ

た地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①赤平市の「かばん製造業」「木材・木製品製造業」等の集積を活用したものづくり関連

分野 

 

（２）選定の理由 

①赤平市の「かばん製造業」「木材・木製品製造業」等の集積を活用したものづくり関連

分野 

 赤平市は昭和 36年の最盛期には大小あわせて 23社の石炭企業が稼動し、貨物輸送量が

全国一になった時代もあり、日本のエネルギーを支える鉱業都市として栄えてきたが、そ

の後のエネルギー革命により炭鉱の合理化が進み、次々と炭鉱の閉山が相次ぎ、これに比

例して人口も減少の一途を辿ってきた。 

 しかしながら、その間に鉱業から工業への転換を図るため、企業誘致に奔走し北海道内

はもとより道外からも多くの優良企業が本市に進出している。 

 

【道外から赤平市への進出企業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、北海道縦貫自動車道滝川 IC の近傍に位置し、札幌へは 90分、旭川へは 60 分、

新千歳空港へは 110分、苫小牧港へは 120 分とアクセスしやすく、北海道のほぼ中央に位

置していることから、赤平市を拠点に全国・全道各地に出荷、原材料の集荷ができる立地

条件となっている。 

本市に立地する企業のうち、製造業の付加価値額は赤平市全体の産業の 30.2％、就業

企業名 製品 進出企業 所在地 

エースラゲージ 

株式会社 スーツケース 
エースラゲージ 

株式会社 大阪府 

エリエールペーパー 

株式会社 

ティッシュ 

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 

大王製紙 

株式会社 愛媛県 

岡田水産北海道 

株式会社 

乾燥ししゃも 

海産物等 

岡田水産 

株式会社 山口県 

株式会社 

北海道加ト吉 冷凍食品 
テーブルマーク 

株式会社 東京都 

トルク精密工業 

株式会社 

金属プレス 

射出成形 

トルク工業 

株式会社 神奈川県 



 
6

者数も 1,000 名以上であるなど重要な地域産業という位置付けである。 

 

 

        出所：令和 3年経済センサス－活動調査 

 

 本市の製造業を産業分類別で見ると、「なめし革・同製品・毛皮製造業」（かばん製造業）

が、令和 3 年経済センサス活動調査において、製造品出荷額の約 11％、従業者数は約 28％

を占めており、本市に立地する国内唯一のスーツケース生産工場と、その関連会社の集積

が大きな経済効果をもたらしている。 

 「木材・木製品製造業」については、製造品出荷額の約 31％、従業者数の約 23％を占

め、中でも、複合フロアー用単板のシェア率全国一位（35％）のニッチトップ企業も立地

している。 

 

 

出所：令和 3年経済センサス活動調査 

 

また、「元気なものづくり中小企業 300 社」に当市から 4 社が選定され、高い技術力を

持った企業が集積している。 

 

【元気なものづくり中小企業 300 社】 

企 業 名 選定年 選 定 理 由 

トルク精密工業株式会社 2006 自動車部品からインフルエンザ検査キット用容器の製造 
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株式会社植松電機 2007 パワーショベル用電磁石製造のトップメーカー、宇宙事業にも進出 

空知単板工業株式会社 2007 国内フローリング用表面材のトップメーカー 

株式会社いたがき 2008 伝統製法と職人の技が融合した、人生の伴となる革製品造り 

 

 なお、宇宙関連事業に取り組んでいる企業も存在し、「ハイブリッドロケットの開発」

「小型人工衛星の開発」「微少重力実験」「アメリカ民間宇宙開発企業（ロケットプレーン

社）との共同事業」をはじめ、直近では国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）

などが共同開発した低コストのロケット固体燃料である「低融点熱可塑性推進薬（LTP）」

を活用するベンチャー企業と協力協定を交わした上で新型ロケットの開発を進めて現在

の半分のコストでの衛星打ち上げを目指しており、新たな産業の創出の動きも出てきてい

る。 

 こうした産業特性を踏まえ、本市では、企業立地のための支援施策として設備投資への

助成や固定資産税の 5年間の免除などを実施し、地域の製造業を支援している。 

 以上を踏まえ、本市は「かばん製造業」「木材・木製品製造業」等の集積や高い技術力

を活用した地域企業の付加価値額の増加、雇用の拡大につなげていく。 
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な

観点からみた地域の特性に関する事項」に記載している本促進区域の特性を活用した

地域経済牽引事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズを把握し、適切な

事業環境の整備を行っていく必要がある。特に、事業者ニーズを踏まえた各種事業環

境整備に当たっては、国の支援策の活用等を図りながら本促進区域の強みを高めてい

く。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

  ①特定地域等における道税の課税の特例に関する条例 

   北海道では、活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、不動産

取得税等の課税免除措置に関する条例を制定しており、地域経済牽引事業の用に供す

る施設を設置した場合の不動産取得税及び道固定資産税についても対象となってい

る。 

 

②赤平市企業振興促進条例による支援 

   市内に工場等施設の新設、増設等が実施されるよう、一定の要件を満たす者に対し、

助成を行う。 

 

③赤平市チャレンジ・アレンジ産業振興奨励事業 

地域を支える中小企業者の販路開拓等を支援するため、一定の要件を満たす者に対

し、助成を行う。 

 

  ④北海道産業振興条例に基づく助成措置 

   地域未来投資促進法の促進地域を北海道産業振興条例に基づく企業立地を促進す

るための助成の対象地域とし、工場、事業場等の施設の新設または増設に対し助成を

行う。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

  ①市内立地企業の事業内容及び製品データの公開 

市内立地企業の事業内容・製品等の特徴やアピールポイント等に関する情報を収集

し、取りまとめるとともに、インターネットによる公開を進める。 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

  ①相談窓口の設置 

   北海道経済部産業振興局産業振興課内及び赤平市商工労政観光課内に、事業者の抱

える課題解決のための相談窓口を設置済み。 

また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、庁内外関係部局と連携 
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して対応していくものとする。 

 

②企業団体等との意見交換 

立地企業で構成する企業団体等と定期的な意見交換等を行い、事業者のニーズ把握

や事業環境整備に関する提案等に対応する。 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①立地企業フォローアップ事業の展開 

立地企業への定期的な訪問活動やアンケート調査などにより、立地企業の現状やニ

ーズ把握に努め、企業にとって有益な対応を実施・検討する。 

 

  ②賃上げ促進支援 

   北海道及び北海道経済産業局が主催する官民会議「北海道パートナーシップ構築宣

言普及促進会議」の構成機関が連携し、同宣言の普及・促進に取り組み、適正な価格

転嫁による中小企業の賃上げを推進する。 

 

（６）実施スケジュール 

 

取組事項 
令和 6年度 

（初年度） 
令和 7～9年度 

令和 10 年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①特定地域等にお

ける道税の課税の

特例に関する条例 

運用 運用 運用 

②赤平市企業振興

促進条例による支

援 

運用 運用 運用 

③赤平市チャレン

ジ・アレンジ産業振

興奨励事業 

募集・運用 募集・運用 募集・運用 

④北海道産業振興

条例に基づく助成

措置 

運用 運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】  

①市内立地企業の

事業内容及び製品

データの公開 

随時実施 随時実施 随時実施 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

① 相談窓口の設置 運用 運用 運用 
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② 企業団体等との

意見交換 

随時実施 随時実施 随時実施 

【その他】 

① 立地企業フォロ

ーアップ事業の

展開 

随時実施 随時実施 随時実施 

② 賃上げ促進支援 随時実施 随時実施 随時実施 

    
 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

地域経済牽引事業の促進に当たっては、地域の企業団体である赤平市産業振興企業

協議会、赤平商工会議所や地域の金融機関と連携し、人材育成、研究開発、企業間交

流など支援の効果を最大限発揮する必要があるため、各種支援の展開に努める。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

① 赤平市産業振興企業協議会 

  会員相互の企業情報の交流や経営安定への課題共有と解決に向けた取組や雇用情報

ＰＲ、インターンシップ、企業合同説明会など雇用の確保に向けた活動、企業間の連

携・交流、企業人材育成など赤平市の産業振興に向けた活動を支援する。 

 

② 赤平商工会議所 

  人材育成等に関する研修を実施するとともに、地場産業との交流・連携、企業間の

交流・連携を促進するため、相互交流の機会の設定・強化を図り、新たなビジネス創

出を支援する。 

 

③ 赤平金融協会（北洋銀行、北海道銀行、北門信用金庫、空知商工信用組合） 

  企業の新技術開発や新事業展開、販路拡大等のための資金需要に対して、積極的な

支援を行うほか、経営課題に対する相談にも対応し、地域企業の事業活動が円滑に進

むようにする。 

 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

   事業者が新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を

与えないよう、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮

を行い、地域社会との調和を図っていくものとする。特に、大規模な地域経済牽引事

業を行うこととなった場合には、当該事業の活動等が住民の理解を得られるよう、必

要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施するなど、周辺住民の理解を
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求めていく。 

国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等における地域経済

牽引事業の実施に当たっては、関係機関及び自然環境部局と十分調整を図りつつ、専

門家の意見を聞くなどして、これらの多様な野生動植物の生息・生育や自然環境の保

全に十分配慮し、希少種の生息等への影響がないように実施する。 

また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温

暖化対策について必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境

づくりのための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上

を目指す。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

   地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことので

きない要素である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会をつくるた

め、犯罪・事故の発生防止に向けた啓発などにより住民一人ひとりの防犯意識を高め

るとともに、警察、学校、住民、企業の積極的な連携のもと、より一層、地域ぐるみ

の体制強化を図っていく。 

   また、交通事故を防止するため、歩道やガードレールを設置するなどにより歩道と

車道を分離するなど交通安全施設の整備に努めるとともに、企業の事業所付近、特に

頻繁に車両が出入する個所や交差点等、危険性が高いと思われる箇所については、ミ

ラーの設置、警備員の配置等を求めていく。 

 

（３）その他 

ＰＤＣＡ体制の整備については、毎年 4 月に赤平市と赤平商工会議所が協議する場

を設け、本計画と承認地域経済牽引事業計画に関する効果の検証を「2 地域経済牽引

事業の促進による経済的効果に関する目標（2）経済的効果の目標」に掲げた目標に則

り、当該事業の見直しについて整理する。 

 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

本計画では土地利用の調整を行わない。 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和 10年度末日までとする。 

「北海道赤平市基本計画」に基づき法第 11 条第 3 項の規定による同意（法第 12 条第 1

項の規定による変更の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及び法

第 13条第 4 項の規定による承認（法第 14 条第 3項の規定による変更の承認を含む。）を受

けた承認地域経済牽引事業計画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、当該同意

基本計画の失効後も、なお従前の例による。 
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（備考） 

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする 

  

 


